
2021年3月末現在

広島県施行【災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業】：６箇所

地区 所在地 地区名 事 業 概 要
緊急事業

概成目標時期

天応 天応西条3丁目20 天応西条3丁目20地区 法 枠 工 2020年4月

中央 西辰川町2丁目14 西辰川2丁目14地区 法 枠 工 2020年3月

広 広両谷3丁目3 広船津神社東箇所 法 枠 工 2020年3月

仁方 仁方2丁目10 仁方本町２丁目10地区 法 枠 工 2020年3月

倉橋 倉橋町宇和木 草卸Ｄ地区 法 枠 工 2020年3月

蒲刈 蒲刈町向 刈浜地区 法 枠 工 対策施設概成

呉市施行【災害関連地域防災がけ崩れ対策事業】：1箇所　（通常事業で継続：１箇所）

地区 被災箇所・所在地 地区名 事 業 概 要 完成見込

音戸 倉橋町宇和木 小塚Ａ地区 法 枠 工 2020年3月

２０２０年３月以降も，通常事業（急傾斜地崩壊対策事業）により，引き続き斜面対策を実施予定

急 傾 斜 事 業

完了しました

完了しました

完了しました

完了しました

完了しました

完了しました

完了しました


